
 

 

 

 

 

 

 

 

鶴居村では、妊娠中・産後のお母さんと赤ちゃんの身体的ケア・精神的ケアを行うため、産前・産後ケア事

業を平成３０年４月より開始しました。令和８年度より、利用内容が一部変更されます。 

—————————————————————————————————————————————— 

 利用できる方  (感染症にかかっている方またはその疑いのある方、入院または治療が必要な方は除く) 

・ 鶴居村に住所のある妊婦さん 

・ 鶴居村に住所のある出産後１年未満の産婦さんと乳児 

—————————————————————————————————————————————— 

 ケア内容  

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————— 

 利用料金 

利用回数  

 

【産前ケア】 

利用内容 食事 
マタニティアイ 

利用負担額（1 割分） 

イコロ助産院 

利用負担額（1 割分） 
利用回数 

ﾃﾞｲｹｱ型（日帰り） 

10：00～14：00  
１食付 1,923 円  ２回以内 

【産後ケア】 

利用内容 食事 
マタニティアイ 

利用負担額（1 割分） 
イコロ助産院 

利用負担額（1 割分） 利用回数 

ﾃﾞｲｹｱ型 ｼｮｰﾄ（日帰り） 

10：00～14：00 
１食付 2,360 円 2,070 円 

１７回以内 

（ただし、宿泊は 

最大 7 回以内） 

ﾃﾞｲｹｱ型 ﾛﾝｸﾞ（日帰り） 

10：00～18：00 

マタニティアイ  

2 食付 
イコロ助産院 

1 食付 

3,410 円 2,840 円 

ｱｳﾄﾘｰﾁ型（訪問） 

4 時間未満（助産師の移

動時間含むため、ケア時間は

実質 2 時間程度） 

なし 2,360 円 2,070 円 

宿泊型 

10：00～翌朝 9：00 
３食付 4,710 円 6,000 円 

※ アレルギー等がある場合や、ご家族の分の食事については事前に助産院へご相談ください。なお、妊婦さん、産婦さんの

食事をキャンセルしても上記負担額は変わりません。 

※ 利用料は直接助産院へお支払いください。 

※ ご兄弟と一緒に利用する場合は、事前に助産院へご相談ください。    利用方法は裏面をご覧ください⇒ 

 

事業

産前ケア 
⚫ 体調確認 

⚫ 胎児エコー 

⚫ 出産、育児相談 

産後ケア 
⚫ お母さんのケア：おっぱいケア、ボディマッサージ 

⚫ 赤ちゃんのケア：体重測定、沐浴、ベビーマッサージ 

⚫ 育児相談 

⚫ お母さんの心身の休息 

利用負担額は、基本利用料金の1割分です！ 

村が残り９割分を負担します！（生活保護・非課税世帯は無料） 

※基本料金に加え別途料金が発生した場合は、全額自己負担となります。 

利
用しやすくなりました！

令和８年４月改訂 



 

 利用方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予約可能助産院  

 

施設名 電話番号 住所 営業時間 

助産院 

マタニティアイ 
０１５４-３７-２１１０ 釧路町曙１-１-１４ 

８：００～１８：００ 

（定休日 日・祝日） 

ママケアハウス 

イコロ助産院 
０８０-７７３６-９５２３ 釧路市武佐１-２０-５ 

９：００～１７：００ 

（定休日 土日・祝日） 

 

 持ち物 （詳細は利用する助産院へご確認ください） 

ﾃﾞｲｹｱ型（日帰り） 母子健康手帳、鶴居村利用カード、鶴居村利用決定通知書、保険証（マイナンバーも

しくは資格確認証）、乳幼児医療受給者証 

赤ちゃん：おむつ、おしりふき、着替え、粉ミルク一式、お口ふき、保湿剤等 

宿泊型 母子健康手帳、鶴居村利用カード、鶴居村利用決定通知書、保険証（マイナンバーも

しくは資格確認証）、乳幼児医療受給者証 

赤ちゃん：おむつ、おしりふき、着替え、粉ミルク一式、お口ふき、保湿剤等 

お母さん：着替え、洗面用具等 

 

お問い合わせ先  鶴居村役場保健福祉課 保健師 0154-64-2116 

 

—————————————————————————————————————————————— 

 

 

 産前・産後ケアで利用できる助産院マタニティアイへ、妊娠中・産後・子育てに関する不安や悩みなどを相

談することができます。利用できる方は産前・産後ケア事業と同じです。 

 利用方法  

相談方法 連絡先等 備考 

電話相談 ０１５４-３７-２１１０ 営業時間 

８：００～18：00（定休日 日・祝日） 

※メールはすぐに返信できない場合あり 

※電話は 24 時間対応 

メール相談 imfo@ma-i926.com 

来所相談 助産院にて相談する方法です。一度助

産院へご連絡してください。 

※ 利用料は無料ですが、上記相談に要する通話料等は相談者の自己負担となります。 

※ 相談内容については個人情報保護に留意いたします。 

※ 相談後には、相談者の了解を得て、村とマタニティアイが連携し継続的なサポートを行います。 

 

お問い合わせ先  鶴居村役場保健福祉課 保健師 0154-64-2116 

申請  
「鶴居村産前産後

ケア事業申請書」

に必要事項を記

載し提出します。 
申請は１回でOK！ 

決定 
村から「利用

決定通知書」

と「利用カー

ド」が届きま

す。 

予約  

希望する助産院へ直接

予約します。 
（予約が入ると助産院から

役場へ連絡がきます。） 
残りの利用回数を 

必ずご確認ください。 

 

利用 
予約した日に産

前産後ケアを利

用します。 
キャンセル等は予約の

前日までに助産院へ

連絡してください。 

 

利用決定した方は、予約時に役場への申請や連絡は不要です！ 


